
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  個人と法人の減価償却制度 

Ｑ：新しい減価償却制度がスタートした

そうですが、個人と法人では違いがあるので

すか？  

 

Ａ：若干の違いがあります。 

【解説】 

ご承知のとおり、平成19年４月以後に取得

する減価償却資産については、償却限度額及

び残存価額が廃止され、新しい償却方法によ

って１円まで償却できる制度が創設されてい

ます。 

この減価償却制度は、個人と法人で基本的

には違わないのですが、若干違う点がありま

すので注意しておいてください。 

違う主な点は、次の点です。 

①  法人は、損金経理をすることによって任意

で減価償却費の計上ができることに対し

て、個人は、強制的に償却しなければなら

ないことになっています。 

②  個人が相続により減価償却資産を取得し

た場合は、その減価償却資産には新しい償

却方法が適用されます。 

③  既存資産で償却限度額まで達したものに

ついては、その到達後５年間で１円まで均

等償却することになっていますが、個人に

ついては、平成19年分は適用されず、平成

20年分からの適用となっています。 

④  選定した減価償却方法を変更する場合は、

新しい償却方法を採用しようとする年の

３月15日までに届出が必要ですが、平成19

年度分については、平成20年３月17日まで

とされています。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００７年）平成１９年  金曜日  月６  ２ 日 ９

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 3 0 3  

 

号 


